
外務省HPより転載

法務省HPより転載

2021年１０月１日
完全電子化（書面廃止）

パスポートリーダーで読取
パスポート情報の電子化

POSとデータ連携

正確な読み取り（OCR）
ICAO勧告に準拠したパスポートの
MRZ（Machine readable zone）をしっかり読み取り

イメージキャプチャ機能
身分事項ページを画像で取り込み・
データ保存が可能

各種バーコードにも対応
バーコード・2次元コードの読み取り可能
（AsReader CAMERA-Type併用時）

購入情報の電子化

インターネット接続
国税庁にデータ送信

上陸許可の証印シール

身分事項ページ

パスポート情報を高速で読み取りデータ化！免税店・宿泊施設などで
パスポートを使用する業務の時間短縮・混雑緩和につながります。

読取

PASS
PORT
PASS
PORT

パスポート
読み取り

2020年4月1日から
免税販売手続の

電子化が
スタート！

AsReaderラインナップにパスポートリーダーが登場！

PASSPORT-Type
＋

免税店 宿泊施設
など

iPhone・iPod touchのカメラでパスポートを簡単読取！

「AsPassport」は
免税販売手続の
電子化に
対応します。

見本

見本



TAX FREE
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2021年の完全電子化に向けて、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに。
さらには、2025年大阪万博に向けて。

訪日外国人の利便性を高め、免税店の負荷も軽減します。

免税販売手続の電子化の概要

届出書・申請書のスケジュール

現行では、免税記帳の作成に時間がかかり、ホチキスやのりでパスポートへ貼り付け、割印をするため、パスポートを傷めた
り、パスポートが分厚くなるといった課題がありました。手続きの電子化により、訪日外国人の利便性を高めることで消費促
進が期待されるほか、免税店での免税帳票の作成と購入者誓約書の保管が不要になるため、業務の効率化に繋がります。

2020年4月1日から免税販売手続が電子化されますが、2021年9月30日までの間は、
経過措置として従来の書面による免税販売手続ができることとされています。

現行

免税店 外国人旅行者

①パスポート等の提示

パスポート等の提示

⑤購入記録表の提出

パスポート等の提示

出国

④購入記録票のパスポートの貼付・割印

⑥購入者誓約書の保管

購入記録情報（データ）の提出

購入記録情報の保管

②購入者誓約書の提出

③パスポートの写しの提出
※100万円超の一般物品の場合

外国人旅行者による提示・提出

免税店の手続・保管

外国人旅行者による提示 免税販売手続の電子化（免税店の提出・保管）

税関

免税店 外国人旅行者

国税庁システム

出国

税関

改正後

2019年10月1日 2020年4月1日

経過措置期間
※書面による免税販売手続も可能

受付開始 完全電子化（書面廃止）
経過措置期間終了

免税販売手続の電子化開始

2021年9月30日

注意 右記のような免税対応は
できなくなります。

× 手書きで免税帳票を作成
× 購入記録票へ、レシートを貼付し代用
× インターネットへ接続していないパソコンなどで免税帳票の作成

国税庁ホームページ/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm

https://asreader.jp　https://www.asx.co.jp
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